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三
月
定
例
会 

平
成
二
十
一
年
度
予
算
等
を
審
議 

四
十
五
議
案
中
、
可
決
等
は
四
十
議
案
（
五
議
案
は
否
決
） 

五
條
市
議
会
第
一
回
三
月
定
例
会
は
、
三
月
二
日
に
開
会
し
、
市
長
か
ら
施
政
方
針
と
提
出
議
案
の
説

明
を
受
け
、
一
般
質
問
（
八
議
員
）
、
議
案
審
議
な
ど
を
行
い
、
十
七
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。 

今
議
会
に
は
、
市
民
生
活
に
大
き
く
関
わ
る
平
成
二
十
一
年
度
当
初
予
算
な
ど
四
十
議
案
が
市
長
か
ら

提
案
さ
れ
、
当
初
予
算
を
始
め
三
十
六
議
案
を
原
案
の
と
お
り
可
決
、
報
告
及
び
同
意
し
、
市
議
会
議
員

の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
な
ど
四
議
案
に
つ
い
て
は
否
決
し
ま
し
た
。 

一
方
、
議
員
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
五
議
案
に
つ
い
て
は
、
一
議
案
を
否
決
し
ま
し
た
。 

な
お
、
今
議
会
で
は
、
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
に
対
し
三
件
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、

い
ず
れ
も
否
決
し
ま
し
た
。 

              

 
 平

成
二
十
一
年
度

当
初
予
算 

今
定
例
会
に
は
、
一
般

会
計
、
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
を
始
め
と
す
る
九

つ
の
特
別
会
計
及
び
水
道

事
業
に
関
す
る
企
業
会
計

の
十
一
会
計
、
予
算
総
額

二
百
六
十
三
億
五
千
四
百

四
十
二
万
四
千
円
の
予
算

案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
予
算
案
は
、
平
成

二
十
年
度
予
算
と
比
較
し
て
、

三
十
八
億
六
千
七
百
六
十

万
一
千
円
、率
に
し
て
十
二
．

八
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
す
る

緊
縮
予
算
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

議
会
最
終
日
、
こ
れ
ら

予
算
案
の
う
ち
、
総
務
文

教
常
任
委
員
会
に
お
け
る

付
帯
決
議
を
受
け
、
市
民

プ
ー
ル
の
運
営
経
費
と
修 

繕
等
に
関
す
る
一
般
会
計

予
算
案
の
訂
正
が
市
長
か

ら
提
出
さ
れ
、承
認
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。 

               

議
案
審
査
で
は
、
委
員
長
報

告
の
後
、
議
員
か
ら
提
出
さ
れ

た
修
正
案
の
説
明
を
受
け
、賛
成
・

反
対
の
討
論
を
行
い
、
採
決
し

た
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と

お
り
可
決
と
な
り
ま
し
た
。 

な
お
、
こ
れ
ら
予
算
案
は
、

市
政
全
般
に
関
わ
る
重
要
な
議

案
で
す
の
で
、
議
会
と
し
て
も
、

特
に
慎
重
審
査
を
行
う
た
め
に
、

予
算
審
査
特
別
委
員
会
を
設
置

し
、
関
連
す
る
条
例
改
正
の
議

案
と
併
せ
て
、
ま
た
、
議
案
の

訂
正
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
委

員
会
を
二
日
間
開
催
し
、
集
中

的
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
。 

委
員
会
で
は
、
始
め
に
総
括

質
問
を
行
い
、
そ
の
後
、
会
計

ご
と
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
。 

　
　
（
四
ペ
ー
ジ
に
再
掲
） 

 

■
予
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委
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                  否
決
し
た
議
案 

  

三
月
定
例
会
で
否
決
と
な
っ

た
議
案
は
、
市
長
か
ら
提
出
さ

れ
た
「
五
條
市
議
会
議
員
の
定

数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
」

「
五
條
市
議
会
議
員
の
議
員
報

酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
」

及
び
「
五
條
市
教
育
委
員
会
委

員
の
任
命
（
二
人
）
」
で
す
。 

一
方
、
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た

「
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の

の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
」
に
つ
い
て
も
、
賛

成
少
数
で
否
決
と
な
り
ま
し
た
。 

  

議
員
の
定
数
を
定
め
る

条
例
の
改
正
案
を
否
決 

 
現
在
、
五
條
市
の
議
会
議
員

は
二
十
一
人
で
す
が
、
本
年
十

一
月
末
で
任
期
満
了
と
な
る
こ

と
か
ら
、
議
会
は
、
次
の
選
挙

か
ら
定
数
十
五
と
す
る
こ
と
を
、

平
成
十
九
年
九
月
定
例
会
で
決

定
し
て
い
ま
す
。 

今
回
市
長
か
ら
は
、
次
の
選

挙
か
ら
定
数
を
十
三
と
す
る
改

正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、定

数
十
五
は
定
数
等
検
討
特
別
委

員
会
で
の
協
議
の
結
果
、
決
定

し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
ま

ず
は
定
数
十
五
で
選
挙
を
行
い
、

検
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

な
ど
の
意
見
が
あ
り
、
付
託
さ

れ
た
委
員
会
で
も
、
本
会
議
に

お
い
て
も
、
全
会
一
致
で
否
決

と
な
り
ま
し
た
。 

  議
員
報
酬
に
関
す
る 

条
例
の
改
正
案
を
否
決 

 

十
二
月
定
例
会
に
引
き
続
き
、

市
長
か
ら
、
現
在
の
議
員
の
任

期
中
に
限
り
、
議
員
報
酬
を
二

十
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
す
る
改
正

案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
付

託
さ
れ
た
委
員
会
で
は
、
議
員

報
酬
の
額
に
つ
い
て
は
報
酬
等

審
議
会
の
意
見
を
聞
い
て
か
ら

提
案
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見

が
あ
り
、
委
員
会
で
も
、
本
会

議
に
お
い
て
も
、
賛
成
少
数
で

否
決
と
な
り
ま
し
た
。 

   

教
育
委
員
の
任
命
を

否
決 

 

八
度
目
の
同
議
案
で
す
が
、

賛
成
少
数
に
よ
り
否
決
と
な
り

ま
し
た
。 

  
  

市
長
の
退
職
手
当
の

削
減
案
を
否
決 

 

市
長
の
退
職
手
当
を
公
約
ど

お
り
に
引
き
下
げ
る
べ
き
と
し

て
議
員
か
ら
提
案
さ
れ
た
議
案

で
し
た
が
、
賛
成
少
数
で
否
決

と
な
り
ま
し
た
。 

  議
案
の
修
正 

 

三
月
定
例
会
で
は
、
「
五
條

市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
」
「
特

別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の

の
報
酬
、
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
」
「
平
成
二

十
一
年
度
五
條
市
一
般
会
計
予

算
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
議

員
か
ら
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま

し
た
。 

議
案
の
修
正
は
、
市
長
や
議

員
が
提
出
し
た
議
案
の
内
容
を

削
除
、
減
額
、
追
加
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
、
五
條
市
議
会
会

議
規
則
で
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
本
市
の
場
合
は
、
二
人
以
上

の
議
員
が
連
署
し
て
、
議
長
に

提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 


